
市報たかはぎ　2021.12市報たかはぎ　2021.1299

　令和４年１月１日以前に家屋を新築または増築した場合は、翌年度から
固定資産税の課税対象となります。その税額を算出するため固定資産評価
補助員（市職員）が家屋調査※を行う必要がありますので、税務課へ早め
にご連絡ください。
※ 家屋調査とは、家屋の外部や内部の材質ほか建具の大きさや建築設備の種類な

どを確認する作業のこと。

　令和４年１月１日以前に家屋を取り壊した場合は、翌年度から固定資産
税の課税対象外になりますので、税務課へ早めにご連絡ください。ただし、
法務局で滅失登記の届出をした場合を除きます。

　相続登記が済むまでの間、相続人のうち納税通知書などを受け取る代表者を届け出する必要があります。「固
定資産現所有者兼相続人代表者指定届」を提出していない場合は、税務課へ提出してください。なお、１２
月末までに法務局で相続登記を完了した場合は、提出の必要はありません。

　「高萩市人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例」に基づき、市職員の給料等の状況をお知らせし
ます。
　市職員の給料は、高萩市行財政健全化計画の一環
で管理職手当を 10％減額して支給しています。
　また、市長、副市長および教育長の給料についても、
市長 10％、副市長６％、教育長４％減額して支給し
ています。

※職員数および給与費には再任用短時間職員分が含まれます。

高萩市職員の給与等の状況は、市ホームページ
に掲載されています。

（平成 28 年度～令和２年度公表値）　

固定資産税に関するお知らせ
■問合せ　税務課　☎２３－２１１５

人事行政の運営状況
市職員給料等の状況

 ■問合せ　総務課　☎２３－２１１９

家屋を新築または増築した場合

家屋を取り壊した場合

土地・家屋の所有者が亡くなった場合

【人件費の状況】（令和２年度の普通会計決算）
歳出額(A） 人件費（B) 人件費率（B/A）

163億3,249万円 25億6,920万2千円 15.73%

【職員の給与の状況】（令和３年度一般会計当初予算）
職員数
（A)

給与費
給料 職員手当 期末・勤勉手当

314
11億3,906万5千円 2億2,272万3千円 4億5,435万7千円

計（B)　18億1,614万5千円
一人当たりの給与費（B/A) 578万3千円

【特別職および教育長の給料等の状況】
（令和３年４月１日現在）

区分 条例額 ※支給額 令和3年度
期末手当支給額

給
料

市　長 845,000円 760,500円

 ６月期 1.60月
12月期 1.60月

合 計 　3.20月

副市長 695,000円 653,300円
教育長 635,000円 609,600円

報
酬

議　長 455,000円 455,000円
副議長 395,000円 395,000円
議　員 375,000円 375,000円

 ※市長、副市長、教育長については減額後の額

【初任給、平均年齢、平均月額給料】
（令和３年４月１日現在）

職種 初任給 平均年齢 平均給料

行政職
大卒 182,200 円

41歳9月 318,200 円
高卒 150,600 円

消防職
大卒 199,000 円

38歳3月 314,300 円
高卒 169,900 円

技能労務職 高卒 147,900 円 52歳8月 309,600 円
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この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

有料広告

　確定申告会場の開設期間は、令和４年１月４日 ( 火 ) から３月 15 日 ( 火 ) までです ( 土
日祝日除く )。申告に相談を要する人は、入場整理券が必要です。会場での当日配付も
行いますが、事前に国税庁 LINE 公式アカウントで取得することもできます。

　マイナンバーカードとスマートフォン（マイナンバーカード読取対応）があれば、国税庁のホー
ムページ内の「確定申告書等作成コーナー」で所得税などの申告書等が作成できます。会場に出向
かずに作成できますので、ぜひご利用ください。

●  年末調整は済んでいるが、医療費控除やふるさと
納税などの寄付金控除の申告をする。

● 年末調整が済んでいないので申告する。
● ２か所以上の給与所得を申告する。
● 年金収入や副業などの雑所得を申告する。
● 株式などの譲渡を申告する。

※ 確定申告に関する内容の詳細については、来月号に掲載します。

▶相談受付　８：30 ～ 16：00
▶相談開始　９：00 ～

会場 期間

日立税務署 R4.１/４(火) ～ １/31(月)

日立シビックセンター
マーブルホール R4. ２/１(火) ～ ３/15(火)

●  作成済みの申告書を提出する場合で、相談を要し
ない人は、入場整理券は必要ありません。

●  会場では、ご自身のスマートフォンを利用した申
告書作成が基本となります。

●  令和４年１月は、還付申告の相談を日立税務署で
行います。

国税庁LINE

《動画で見る確定申告》《確定申告書等作成》《マイナポータル連携》

日立税務署から申告に関するお知らせ
■問合せ　日立税務署　☎０２９４－２１－６３４６

マイナンバーカードとスマホで確定申告
■問合せ　日立税務署　☎０２９４－２１－６３４６

確定申告会場の開設時間等

「確定申告書等作成コーナー」でできること もっと便利に

動画で見る確定申告 確定申告 マイナポータル


